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臨時休業期間の連絡事項について

新緑の候 保護者の皆様方におかれましては、ご健勝のこととお慶び申し上げます。

平素は、本校教育活動にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、４月２８日（火）に尼崎市教育⻑より、５月３１日（日）まで臨時休業期間を延⻑すると

いう通知が出されました。それを受け、本校でも次のように対応しますのでご確認下さい。

新型コロナウイルスの感染防止対策のため、休業期間が⻑期にわたり、保護者の皆様方には、

大変なご心配とご負担をおかけしますが、学校としましても可能な限り、生徒や保護者の皆さん

の不安解消に努めてまいりますので、何卒よろしくお願いします。

１ 臨時休業期間

５月７日（木）から５月３１日（日）まで

２ 登校日

５月７日（木）は中止とします。

次の登校日は、今後の感染状況を踏まえ調整します。決定しだいご連絡します。

３ 学習支援

引き続き臨時休業期間中の課題に取り組むようにご指導下さい。

追加の課題を５月７日（木）または８日（金）にご家庭に配付します。

生徒の皆さんには、家にいるようにお伝え下さい。

※全学年、６月中（日時未定）に課題テストを実施する予定です。

４ 部活動

臨時休業期間は活動中止とします。

５ 家庭連絡

学級担任を中心に電話で連絡し、ご家庭での生活や学習の様子をお伺いします。

６ ６月１日（月）の登校時間

３年生 ９：００ ２年生 １０：００ １年生 １１：００

７ 今後の連絡体制

今後の予定や急な変更などは、「ミマモルメ」・常陽中学校のホームページ（http://www.ama-

net.ed.jp/school/j19/）でお知らせします。「ミマモルメ」のご加入をご検討下さい。尼崎市

のホームページもご確認下さい。

８ その他

・臨時休業期間中は、毎朝、検温し「健康観察記録表」に記入し、お子様の健康状態をチェッ

クして下さい。６月１日（月）登校日に学校で回収します。

・臨時休業期間中、自ら考え行動する機会となるようご指導下さい。

・生徒の生活環境や心のケアなど、何かございましたらご連絡下さい。

（常陽中学校 ６４３２−１８０７ こども教育支援課 教育相談 ６４０９−４９９５）
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